
令和 2 年 5 月 19 日 

 

情報科学部 保護者 様 

 

作新学院高等学校    

情 報 科 学 部       

 

臨時休業の短縮および学習活動の再開について 

 

 新緑の候、保護者の皆様にはますます御清栄のこととお慶び申し上げます。ま

た、日ごろから本校の教育活動にご協力いただきまして心より感謝申し上げま

す。 

 さて、新型コロナウイルス感染症の拡大防止として臨時休業を続けてまいり

ましたが、栃木県内の感染状況及び緊急事態宣言の対象から本県が外れたこと

を踏まえ、5 月 31 日（日）までとした臨時休業を短縮し、5 月 25 日（月）から

学年ごとに分散登校を実施することといたしました。また、6 月 1 日（月）以降

においては通常登校とし、授業を平常通り実施いたします。 

 なお、学校再開後も感染拡大防止に最大限配慮し、お子様が安心して学校生活

を送れますよう、引き続き環境づくりに努めてまいります。ご家庭におかれまし

ても、下記の事項および趣旨を御理解いただき、御協力賜りますようよろしくお

願いいたします。 

 

記 

 今後の対応について 

 １．時差登校及び教室の人数を制限（分散登校）してホームルームを実施 

（３密の回避） 

     第３学年 5 月 25 日（月） 前半：10：00～  後半：13：00～ 

     第 2 学年 5 月 26 日（火） 前半：10：00～  後半：13：00～ 

第 1 学年 5 月 27 日（水） 前半：10：00～  後半：13：00～ 

      内容：課題の回収・生徒手帳用写真撮影（第１学年を除く）ほか 

    ＊詳細は、今週中に各担任から Classi でお子様に連絡いたします。 

 

  ２．6 月 1 日（月）以降は通常登校とし授業を実施 

以 上   


